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１．（業務の目的） 

地方独立行政法人新小山市民病院（以下「当院」という。）における患者給食

を、治療の一環として患者満足度の向上を図りながら、安全で効率的かつ安定的

に提供する。  

 

２．（関係法令の遵守）  

受託者は業務の履行にあたり、医療法（昭和２３年７月３０日法律第２０５号）

その他受託者に課せられた法令等を遵守し、法令上の全ての責務を負わなければな

らない。  

 

３．（委託業務） 

（１）委託する業務は、平成５年２月１５日健政発第９８号厚生省健康政策局長通知

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の「第三 業務委託に関す

る事項」１および４を遵守し、本仕様書に明記するものとする。  

（２）委託業務内容については、別記「業務内容の詳細」によるものとする。  

（３）委託する業務区分は、別記「業務分担区分表」のとおりとする。  

（４）給食数の実績は、別記「平成２８年度給食数一覧表」のとおりである。  

（５）委託業務の運営に必要な経費のうち、受託者の負担する経費は、別記「経費負

担区分表」のとおりとする。 

  

４．（業務遂行上の注意事項）  

受託者は、業務を行う上で以下の事項を遵守しなければならない。  

（１）  受託者が業務を行う時間帯は、原則として午前４時から午後９時までとする。  

なお、この時間帯以外に業務をする必要性が生じた場合は、事前に当院に申し出

て許可を得るものとする。  

（２)  献立作成にあたっては、別記「約束食事箋抜粋」に基づいて作成し、栄養基

準量等、その他献立作成上の基準を満たすものとし、変更が生じた際は応じる

こと。また、当院の医師の指示等に基づき作成するものとする。  

(３)  受託者は、委託業務の履行内容を毎日記録し、当院に報告しなければならな

い。  

(４)  当院は、受託者に対し必要に応じて委託業務に関する資料又は報告書を提出

させ、また、必要に応じて実地調査を行うことができるものとする。  

（５)  当院は、必要があると認めるときは、委託業務の履行に立ち会うことができ

る。この場合において、当院は履行が適正でないと認めるときは、受託者にそ

の補正を求めることができ、受託者は誠意をもって対応すること。  

(６)  その他については、別記「業務内容の詳細」のとおりとする。  

 

 



５．（業務体制等）  

（１）総括責任者、副総括責任者、業務責任者及び火元責任者  

ア  受託者は、当院に常駐する受託者の正規社員の中から、総括責任者、副総

括責任者及び業務責任者を選任すること。  

イ 総括責任者は、病院における患者等の食事の提供業務に５年以上の経験を

有する管理栄養士または栄養士の資格を有する者とすること。また、副総括

責任者は、病院における患者等の食事の提供業務に３年以上の経験を有する

管理栄養士または栄養士の資格を有する者とすること。 ただし、上記経験に

満たない場合であっても委託者が推薦し、当院が適任と認める人材であれば

許可するものとする。 

ウ  業務責任者は、病院における患者等の食事の提供業務に１年以上の経験を

有する管理栄養士、栄養士、調理師のいずれかの者とする。 

エ  火元責任者は総括責任者が務めるものとする。  

（２）総括責任者、副総括責任者、業務責任者及び火元責任者は、次の各号に掲げ

る事項を遵守すること。  

ア  円滑な業務の推進を図るため、従事者を指揮監督し、必要に応じて適切な

教育を行うこと。  

イ  当院の監督者と協議し、円滑な業務の推進、業務効率向上及び経費削減に

努めること。  

（３）従事者数  

ア  受託者は、配置する従事者数について、「看護関連施設基準・食事療養等

の実際」の入院時食事療養及び入院時生活療養、栄養関連診療報酬編に記載

されている解説を参考及び遵守すること。  

イ 受託者は、委託業務を円滑かつ安定的に遂行できるよう次に掲げる従事者を

適正に配置すること。  

（ア）管理栄養士  

（イ）栄養士  

（ウ）調理師  

（エ）調理員  

 ウ  受託者は、委託業務を遂行するにあたり従事者の配置構成、配置人員数及び

１日に勤務する従事者を明確にし、当院に申し出ること。  

（４）従事者について、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

ア  受託者は、従事者の履歴書（写真５cm×５cm添付）及び資格証のコピー（有

資格の従事者に限る）を当院に提出し、承認を受けること。  

イ  受託者は、従事者の定着に十分留意し、頻繁な異動や退社が生じないよう

努めること。また、やむを得ず異動や退社により従事者を変更するときは、

前号と同様に当院の承認を受けること。なお、新規従事者には受託者の責任

において事前にオリエンテーションや研修などの教育を行い、業務が円滑に



行えるよう努めること。  

ウ 受託者は、業務体制を維持するため、欠員の発生に備えて常に交代要員を

確保しておくこと。  

エ  受託者は、当院が従事者の勤務状態の不良、その他の理由により従事者の

変更を命じた場合は、速やかにこれに応じること。 

オ  受託者は、従事者の健康管理、労働安全衛生に努めること。  

（５）従事者の服装等  

受託者は、従事者に係る名札及び制服等については、次の各号に掲げる事項 

を遵守すること。  

ア  従事者の制服等が業務履行中に汚れた場合は、直ちに交換できるように準備

しておくこと。  

イ 受託者は、予め従事者の制服（作業室内・外用）、名札（会社名・氏名）に

ついて、当院の承認を受け、従事者全員に着用させるとともに、常に清潔を保

持すること。  

 

６．（企画提案の遵守） 

受託社は、契約の締結を前提として当院に提出したプロポーザル提案内容につ

いて、当院と協議のうえこれを遵守し、業務を行わなければならない。  

 

７．（委託料の請求及び支払い）  

（１）委託料の支払は毎月払いとし、業務委託料は、管理費と食事代からなるものと

する。 

（２）請求する食数について  

ア  請求する食数は、電子カルテシステム及び給食管理システムによって集計さ

れる朝食、昼食及び夕食の１ヶ月の合計食数とする。 

イ 食事の指示内容の変更により変更前の食事の提供が不要となった場合は、そ

の食数は請求する食数に含まないものとする（変更後の提供した食事分のみが

請求食数となる）。  

ウ 検食の食数は請求する食数に加えるものとする。  

（３）受託者は、速やかに当該月に係る委託料の支払請求書を当院に提出するものと

する。  

（４）当院は適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から３０日以内に委託 

料を受託者に支払うものとする。  

（５）受託者がプロポーザル提案により社内外に備蓄する非常時のための備蓄用食糧

品の購入に係る費用は、受託者の負担とする。また、病院内で備蓄する非常時の

ための備蓄用食糧品についても受託者の負担とし、非常時の献立も作成すること。

（「別記･非常食献立参考資料」を参考とされたい）なお、現有の当院所有の備蓄

用食料品の取り扱いについては、別途協議することとする。 



 

８．（設備の貸与及び保守）  

（１）当院は、施設の調理室等の使用を受託者に許可するとともに、付随する設備・

備品を無償で貸与する。受託者は、貸与された設備・備品等の点検・調整に努め

るなど良好な管理のもとに使用しなければならない。  

（２）受託者は、使用を許可された調理関連施設及び貸与された設備・備品等に修理

等の必要が生じたときは、当院に申し出ることとし、当院がその必要性を認めた

ときは、当院の責任において修理を行う。但し、受託者の責めに帰する場合、当

院は受託者に対し、修理に要した費用の請求を行うものとする。なお、この場合

に、受託者は当院の許可を得て、自らの負担で修理を行うことを妨げない。 

（３）従業員駐車場は、１台当たり3,000円（税込）で使用許可する。 

 

９．（契約の解除）  

当院は、次の各号に掲げる場合には、契約を解除することができるものとする。

ただし、次の各号に該当した場合は、当院は、受託者に弁明の機会を与えた後、期

間を定め契約を解除することができる。 

（１)  受託者が契約を履行しないとき。 

(２)  受託者が行政処分を受けたとき。 

(３)  受託者が契約に違反したとき。 

(４)  受託者の従業員が不正又は違法行為を行い、当院の業務の遂行に支障をきた

したとき。 

(５)  受託者が契約の解除を請求し、その事由が正当と当院が認めたとき。 

 

１０．（損害賠償責任）  

（１）受託者は、委託業務の実施に関して当院に損害を与えたとき、又はこの仕様書

に定める義務を履行しないために当院に損害を与えたときは、直ちにその損害を

賠償しなければならない。  

（２）受託者は、委託業務の実施に関して第三者に損害を与えたときは、直ちにその

第三者に対してその損害を賠償しなければならないものとし、当院は、その第三

者に対して損害賠償の責めを負わないものとする。  

 

１１．（守秘義務）  

受託者及び受託者の従事者は、委託業務の実施にあたり知り得た秘密を第三者に

漏らしてはならない。 委託業務の委託期間満了後も同様とする。 

 

１２．（個人情報の保護） 

委託業務を履行するに当たり、個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報

特記事項」を遵守しなければならない。 



 

１３．（代行保証人）  

受託者は、火災、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部又は一部の

遂行が困難となった場合の保証のため、あらかじめ業務の代行者を指定し、委託契

約に際して、万全の体制を整えなければならない。  

１４．（業務の引継ぎ）   

（１）受託者は、前委託業務受託者から速やかに当該業務の引継ぎを受け、当該業

務の遂行に支障をきたすことのないようにしなければならない。 

（２）前項の引継ぎに要する費用は、受託者が負担しなければならない。 

（３）受託者は、委託業務の委託期間満了の日の翌日に当該業務の新たな受託者が

あるときは、その引継ぎを協力的かつ速やかに行わなければならない。 

 

１５．（病院事業への協力）  

当院において行なわれる診療科目の増加や減少より、業務内容または業務数量に

変動が生じることが予想されるが、受託者はその場合においても誠意をもって対応

すること。  

 

１６．（疑義の決定）  

本仕様書に定めない事項等疑義が生じた場合は、当院と受託者が協議して定める

ものとする。 

 


